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改
正
雇
用
対
策
法
に
よ
り
平
成
19

年
10
月
１
日
か
ら
、
外
国
人
労
働
者

を
新
規
に
雇
用
す
る
場
合
は
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
へ
の
届
け
出
が
必
要
に
な
り

ま
し
た
（
届
け
出
を
怠
る
と
、
30
万

円
以
下
の
罰
金
が
課
せ
ら
れ
ま
す
）。

　

ま
た
、
法
改
正
以
前
か
ら
継
続
雇

用
し
て
い
る
場
合
は
、
届
け
出
期
限

が
平
成
20
年
10
月
１
日
ま
で
と
な
っ

て
い
ま
す
。
届
け
出
が
お
済
み
で
な

い
事
業
主
の
方
は
、
早
め
の
届
け
出

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ご
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

お
近
く
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
大
隅

　

℡
０
９
９
‐
４
８
２
‐
１
２
６
５

　

公
証
制
度
と
は
、
金
銭
貸
借
な
ど

の
大
切
な
契
約
書
や
遺
言
書
な
ど
に

つ
い
て
、
公
証
人
が
作
成
す
る
公
正

証
書
に
よ
っ
て
ト
ラ
ブ
ル
の
防
止
を

図
る
制
度
で
す
。

　

次
の
よ
う
な
場
合
に
は
公
証
役
場

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
遺
産
を
め
ぐ
る
骨
肉
の
争
い
を
防

ぐ
た
め
に
、
愛
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し

て
の
遺
言
を
し
て
お
き
た
い
と
き
。

※
金
銭
消
費
貸
借
、
借
地
借
家
、
債

務
弁
済
、
売
買
、
任
意
後
見
、
養
育

費
等
の
大
切
な
契
約
を
公
正
証
書
で

作
成
す
る
と
き
。

※
私
署
証
書
の
任
証
、外
国
文
認
証
、

宣
誓
認
証
、
定
款
認
証
、
確
定
日
付

等
。

　

公
正
証
書
に
は
、
強
い
証
拠
力
と

裁
判
を
経
な
い
で
強
制
執
行
で
き
る

執
行
力
が
あ
り
ま
す
。

　

10
月
４
日
㈯
10
時
か
ら
16
時
ま
で

は
、
鹿
屋
公
証
役
場
に
お
い
て
相
談

に
応
じ
て
い
ま
す
。
相
談
は
無
料
で

す
の
で
、
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ

い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

鹿
屋
市
西
原
四
丁
目
10
番
３
号

　

鹿
屋
公
証
役
場

　

℡
０
９
９
４
‐
４
１
‐
３
３
３
９

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
働
く
人
が
働

き
・
貢
献
に
応
じ
た
待
遇
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
事
業
主
に

雇
用
管
理
改
善
を
求
め
た
改
正
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
法
が
４
月
１
日
よ
り

施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

◆
例
え
ば
…

・
希
望
す
れ
ば
、
待
遇
の
決
定
に
当

た
っ
て
考
慮
し
た
事
項
を
説
明
し
て

も
ら
え
ま
す
。

・
賃
金
、
教
育
訓
練
、
福
利
厚
生
な

ど
の
待
遇
は
働
き
や
貢
献
に
応
じ
て

決
定
さ
れ
ま
す
。

・
正
社
員
へ
転
換
す
る
チ
ャ
ン
ス
が

生
ま
れ
ま
す
。

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
の
対
象
と

な
る
の
は
、
職
場
で
の
呼
び
方
に
関

わ
ら
ず
、
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間

が
同
一
の
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
る
通

常
の
労
働
者
の
所
定
労
働
時
間
に
比

べ
短
い
労
働
者
で
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

鹿
児
島
県
労
働
局
雇
用
均
等
室

　

℡
０
９
９
‐
２
２
２
‐
８
４
４
６

　

こ
の
調
査
は
、
住
宅
・
土
地
に
関

す
る
最
も
基
本
的
な
調
査
で
す
。
調

査
結
果
は
、
国
や
都
道
府
県
・
市
区

町
村
が
住
生
活
基
本
計
画
や
ま
ち
づ

く
り
施
策
な
ど
を
立
案
す
る
た
め
の

重
要
な
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
、
私

た
ち
の
住
生
活
の
向
上
に
大
切
な
役

割
を
果
た
し
ま
す
。

　

調
査
票
に
記
入
し
て
い
た
だ
い
た

内
容
を
他
に
漏
ら
し
た
り
、
統
計
以

外
の
目
的
に
使
用
す
る
こ
と
は
、
法

律
で
固
く
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
９

月
下
旬
に
、
調
査
対
象
と
な
っ
た
お

宅
に
調
査
員
が
お
う
か
が
い
し
、
調

査
票
を
配
布
し
、
後
日
、
受
け
取
り

に
う
か
が
い
ま
す
の
で
、
調
査
票
へ

の
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

情
報
告
知
板

外
国
人
労
働
者
を
雇
用
す
る

場
合
は
届
け
出
が
必
要
で
す

お
知
ら
せ
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10
月
１
日
〜
10
月
７
日
は

　
　

 

「
公
証
週
間
」
で
す
。

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
が

変
わ
り
ま
し
た
！

10
月
１
日
か
ら
住
宅
・
土
地

統
計
調
査
が
行
わ
れ
ま
す

広告
広告


